
見  積  公  告 

次のとおり見積競争に付します。 

令和２年２月１８日 

                              全国健康保険協会神奈川支部 

                                 支部長  吉原 利夫 

１．調達内容 

（１）件名 

     柔道整復施術療養費支給申請書の搬送業務 

（２）調達案件の仕様等 

    仕様書のとおり 

（３）履行期間 

     令和２年４月１日から令和３年３月３１日 

（４）搬入・搬出場所 

     〒240-8515 横浜市保土ヶ谷区神戸町１３４ 

             横浜ビジネスパーク・イーストタワー２階  

全国健康保険協会神奈川支部（令和２年４月のみ） 

     〒220-8538 横浜市西区みなとみらい４－６－２ 

             みなとみらいグランドセントラルタワー９階 

                  全国健康保険協会神奈川支部（令和２年５月以降） 

     ※全国健康保険協会神奈川支部は令和２年５月７日に事務室移転を予定している。 

      その点を考慮のうえ、本競争に参加すること。 

     〒222-0033 横浜市港北区新横浜３－２３－１１ 

             公益社団法人神奈川県柔道整復師会 

（５）見積方法 

      見積金額は１日あたりの単価とする。見積書を提出期限内に提出し、最低価格をもっ

て有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。また、上記に記載のとおり、全国

健康保険協会神奈川支部は令和２年５月７日に事務室の移転を予定しているので、見積

金額を算出する際は、その点をあらかじめ考慮すること。 

契約の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札価格とするので、見積

者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等額を除い

た金額を見積書に記載すること。見積書には、履行に必要な一切の諸経費を含めること。 

 

２．見積競争参加資格 

（１）全国健康保険協会会計細則（以下「細則」という。）第２５条及び第２６条の規定に該

当しない者であること。 

（２）令和０１・０２・０３（平成３１・３２・３３）年度競争参加資格（全省庁統一資格）

の「役務の提供等」において、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 

（３）プライバシーマーク、ＩＳＯ/ＩＥＣ２７００１：２０１３又はＪＩＳＱ２７００１：



２０１４認証のうち、いずれか一つを取得している事業者であること。 

（４）厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険の適用を受け、かつ、直近１年間につい

て保険料に未納がない者であること。（健康保険組合等の適用を受けている者にあって

は、厚生年金保険料に未納がないこと。）また、厚生年金保険の適用を受けない場合は、

事業主が直近１年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者で 

あること。 

（５）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 

（６）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

（７）損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていないものであること。 

 

 ３．見積書の提出場所等 

（１）見積書の提出場所、仕様書、見積説明書の交付場所及び問い合わせ先 

       〒240-8515 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 

        横浜ビジネスパーク・イーストタワー2階 

        全国健康保険協会神奈川支部 企画総務グループ 総務担当 田口・岸  

        電話 045－339－5523 

  （２）仕様書等の配布方法 

       上記３（１）の場所にて配布する。 

 

 ４．見積書提出期限 

    令和２年 3月１３日（金） １５時００分 

    競争参加資格に関する証明書等も同時に提出すること。 

    （郵送する場合には上記期限までに必着のこと） 

 

５．業者の決定 

   （１）業者の決定は、単価の最低価格をもって見積書を提出した者とする。 

      決定業者には令和２年 3月１３日（金）１７時までに電話にて連絡をすることとする。 

   （２）最低価格かつ同価格の見積書の提出があった場合は、当支部が指定する日時場所にお 

いて当該見積参加者にくじを引かせて業者を決定する。ただし、当該見積をした者のう

ち、くじを引かない者があるときは、これに代わって見積事務に関係のない職員にくじ

を引かせるものとする。 

 

 ６．その他 

   （１）見積書には、事業所名・代表者名を記載し代表者印を押印すること。記載漏れ、押印 

漏れ及び判読できないものは無効とする。 

   （２）提出した見積書の差し替え、変更または取り消しをすることはできない。 

   （３）契約書の作成の要否 要 

   （４）手続きにおける交渉の有無 無 


